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こ
の
制
度
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
等
で
児
童

を
養
育
し
て
い
る
方
と
そ
の
児
童
の
医
療
費

の
う
ち
、
自
己
負
担
額（
入
院
時
食
事
負
担

金
を
除
く
）を
町
が
助
成
し
、
生
活
の
安
定

と
自
立
を
支
援
す
る
制
度
で
す
。
該
当
す
る

方
に
は
医
療
証
が
交
付
さ
れ
ま
す
の
で
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

 

対
象
者

　

次
に
該
当
す
る
児
童
及
び
そ
の
児
童
を
ひ

と
り
で
養
育
し
て
い
る
方

・
18
歳
に
達
す
る
日
以
降
の
最
初
の
３
月
31

日
ま
で
の
児
童

・
20
歳
未
満
で
一
定
の
障
害
が
あ
る
児
童

・
20
歳
未
満
で
高
等
学
校
等
に
在
学
し
て
い

る
児
童

▼
次
の
い
ず
れ
か
に
あ
て
は
ま
る
方
は
、
該

当
し
ま
せ
ん
。

・
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
な
い

・
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る

・
児
童
が
児
童
福
祉
施
設
や
里
親
に
預
け
ら

れ
て
い
る

・
障
害
者
医
療
費
給
付
事
業
対
象
者

 

所
得
制
限
に
つ
い
て

　

父
・
母
ま
た
は
養
育
者
、
同
居
の
扶
養
義

務
者
の
前
々
年
所
得
に
よ
り
判
定
を
し
ま
す
。

　

10
月
以
降
子
ど
も
手
当
を
受
給
す
る
に
は
、

す
で
に
子
ど
も
手
当
を
受
給
し
て
い
た
方
も
、

手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

９
月
ま
で
町
で
子
ど
も
手
当
を
受
給
し
て
い
た

方
に
は
、
10
月
末
ま
で
に
認
定
請
求
書
を
送
付
し

て
い
ま
す
。
記
入
方
法
を
ご
覧
の
う
え
、
添
付
資

料
と
と
も
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い（
郵
送
可
）。

▼
対
象
者

　

中
学
校
卒
業
前
ま
で
の
お
子
さ
ん
を
扶
養
し

て
い
る
す
べ
て
の
方

▼
支
給
額　

別
表
１
を
参
照
。

▼
支
給
時
期

　

対
象
と
な
る
期
間
は
10
月
～
平
成
24
年
３
月

分
で
す
。
支
給
時
期
は
別
表
２
を
参
照
。

※
12
月
28
日（
水
）ま
で
に
申
請
を
い
た
だ
け
れ

ば
、
平
成
24
年
２
月
に
手
当
を
受
け
取
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

【
ご
注
意
く
だ
さ
い
】

・
10
月
以
降
に
転
出
や
転
入
し
た
方
、
10
月
以

降
に
お
子
さ
ん
が
生
ま
れ
た
方
に
つ
い
て
、

異
動
の
場
合
は
転
出
予
定
日
か
ら
、
出
生
の

と
き
は
出
生
日
か
ら
15
日
以
内
に
申
請
が
必

要
で
す
。

・
公
務
員
は
勤
務
先
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

・
公
務
員
に
な
っ
た
と
き
、
公
務
員
で
な
く

な
っ
た
と
き
も
15
日
以
内
に
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

※
平
成
24
年
４
月
以
降
の
手
当
に
つ
い
て

は
、
制
度
が
決
ま
り
次
第
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

※
詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た

だ
く
か
、
窓
口
に
あ
る
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ

　

子
育
て
支
援
室　

☎
内
線
３
０
５

　

所
得
制
限
額
は
養
育
し
て
い
る
児
童
の
数
な

ど
で
異
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
申
請
月
に
よ
り
判
定
対
象
と
な
る
所

得
の
対
象
年
度
も
異
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。
詳
細
は
、
子
育
て
支
援
室
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

申
請
手
続
き
に
必
要
な
も
の

①
健
康
保
険
証

②
印
か
ん

③
父
・
母
ま
た
は
養
育
者
、
同
居
の
扶
養
義
務

者
が
平
成
23
年
１
月
１
日
に
大
磯
町
以
外
の

市
町
村
に
居
住
し
て
い
た
場
合
は
前
々
年
の

所
得
証
明
書（
平
成
23
年
12
月
31
日
ま
で
の

新
規
申
請
は
、平
成
21
年
中
の
所
得
証
明
書
、

平
成
24
年
１
月
１
日
以
降
の
新
規
申
請
は
平

成
22
年
中
の
所
得
証
明
書
）

※
児
童
扶
養
手
当
該
当
者
は
③
の
添
付
は
不
要

で
す
。

 

現
況
届
の
提
出

　

医
療
証
の
有
効
期
限
は
、
毎
年
12
月
31
日
ま

で
で
す
。
現
在
医
療
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る

方
は
、
12
月
中
に
現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

◎
問
い
合
わ
せ

　

子
育
て
支
援
室　

☎
内
線
３
１
８

「
子
ど
も
手
当
」
受
給
に
は

申
請
が
必
要
で
す
！！

ひ
と
り
親
家
庭
等
へ

医
療
費
を
助
成
し
ま
す

～ 

10
月
か
ら
子
ど
も
手
当
制
度
が
変
わ
り
ま
し
た 

～

別表１  支給額

子どもの年齢 子ども手当月額

3歳未満 一律15,000円

3歳以上小学校修了前 10,000円（第3子以降は15,000円）

中学生 一律10,000円

別表２  支給時期

支給時期 対象期間

平成24年2月 平成23年10月～平成24年1月分（4か月分）

平成24年6月 平成24年2月～3月分（2か月分）


